
お 知 ら せi n f o r m a t i o n

2013.3.19 広報いずも 24市では、ツイッター（Twitter）で、市の施策・事業・イベント情報等を発信しています。

（
有
料
広
告
）

た
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
土
地
や
家

屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

①
２
軒
以
上
が
共
同
で
利
用
す
る

　
　

道
路
ま
た
は
用
悪
水
路

　

②
集
会
所
と
し
て
使
用
し
て
い
る

　
　

家
屋
と
そ
の
土
地

●
申
請
期
限
／
５
月
24
日
㈮

●
申
請
先
・
お
た
ず
ね
／
資
産
税
課

（
☎
㉑
６
６
６
７
）

都
市
計
画
決
定
の
図
書
を
縦
覧

●
都
市
計
画
決
定
の
内
容
／

　

用
途
地
域
の
指
定
・
変
更

●
対
象
地
域
／

　

①
ゆ
め
タ
ウ
ン
出
雲
周
辺
地
区

　

②（
都
）渡
橋
浜
山
公
園
線
沿
道
地
区

　

③
西
出
雲
駅
南
区
画
整
理
地
区

●
施
行
日
／
４
月
１
日
㈪

●
縦
覧
場
所
・
お
た
ず
ね
／
本
庁
５
階

都
市
計
画
課
（
☎
㉑
６
７
４
４
）

都
市
計
画
決
定
の
図
書
を
縦
覧

●
都
市
計
画
決
定
の
内
容
／
出
雲
都
市
計

画
臨
港
地
区
の
決
定（
出
雲
市
決
定
）

●
対
象
地
域
／
田
儀
港
臨
港
地
区

●
縦
覧
場
所
・
お
た
ず
ね
／

　

本
庁
５
階
都
市
計
画
課
（
☎
㉑

６
７
４
４
）

公
共
下
水
道
供
用
開
始
告
示
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／
４
月
１
日
㈪
～

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／

　

４
月
１
日
㈪
～
５
月
31
日
㈮
（
閉
庁

日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

●
縦
覧
場
所
／
本
庁
２
階
資
産
税
課

（
市
内
全
域
分
）
及
び
各
支
所
税
務

担
当
窓
口
（
該
当
地
域
分
の
み
）

●
対
象
者
／
市
の
固
定
資
産
税
の
納

税
者
、
納
税
者
と
同
一
世
帯
の
親

族
、
納
税
管
理
人
、
納
税
者
か
ら
委

任
を
受
け
た
人

●
自
分
の
資
産
だ
け
で
は
な
く
、
他
の

土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
写
し
の
交
付
は
行

な
い
ま
せ
ん
。

●
持
参
品
／
本
人
と
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
、
写
真
付
住
基
カ
ー

ド
等
）。委
任
を
受
け
る
場
合
は
、
納

税
者
の
自
筆
押
印
に
よ
る
委
任
状
。

●
お
た
ず
ね
／
資
産
税
課
（
☎
㉑

６
６
６
７
）

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
の
閲
覧

●
閲
覧
期
間
／
４
月
１
日
㈪
～
平
成
26

年
３
月
31
日
㈪
（
閉
庁
日
を
除
く
８

時
30
分
～
17
時
15
分
）

●
閲
覧
場
所
／

　

本
庁
２
階
資
産
税
課
及
び
各
支
所

税
務
担
当
窓
口

●
対
象
者
／

①
出
雲
市
に
固
定
資
産
を
所
有
す
る

人
、
ま
た
は
所
有
す
る
人
と
同
一
世

帯
の
親
族

②
納
税
管
理
人

③
出
雲
市
に
固
定
資
産
を
所
有
す
る

人
と
そ
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
賃

貸
借
契
約
を
結
ん
で
い
る
人

④
破
産
管
財
人
な
ど
固
定
資
産
を
処

分
す
る
一
定
の
権
利
を
有
す
る
人

※
こ
れ
以
外
の
人
の
場
合
①
に
つ
い

て
は
所
有
者
、
③
に
つ
い
て
は
契
約

者
の
委
任
状
が
必
要

●
内
容
平
成
25
年
度
の
固
定
資
産
税

課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

●
持
参
品
／
本
人
と
確
認
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
、
写
真
付
住
基

カ
ー
ド
等
）。
③
の
人
は
契
約
書
、

④
の
人
は
管
財
人
で
あ
る
こ
と
を

証
明
で
き
る
も
の
。

※
委
任
を
受
け
る
場
合
は
、
納
税
者
の

自
筆
押
印
に
よ
る
委
任
状
。

●
手
数
料
／
閲
覧
・
写
し
の
交
付
の
場

合
は
１
件
２
百
円
（
３
枚
ご
と
）

※
４
月
１
日
㈪
～
５
月
31
日
㈮
の
閲

覧
の
み
の
場
合
は
無
料
。

●
お
た
ず
ね
／
資
産
税
課
（
☎
㉑

６
６
６
７
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

減
免
申
請

●
次
の
よ
う
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い
る
土

地
・
家
屋
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満

●
と
こ
ろ
／
上
下
水
道
局
下
水
道
建

設
課

●
内
容
／
下
水
道
供
用
開
始
区
域
を

示
す
図
書
の
縦
覧
を
し
て
い
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
上
下
水
道
局
下
水
道

建
設
課
（
☎
㉑
２
２
２
８
）

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に

基
づ
く
届
出
書
の
縦
覧

●
縦
覧
期
間
／
６
月
５
日
㈬
ま
で（
閉
庁

日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
15
分
）

●
縦
覧
場
所
／
本
庁
４
階
産
業
振
興
課

●（
仮
称
）ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
神
門

店
（
神
門
町
）
の
新
設
に
関
す
る
届

出
書
を
縦
覧
し
て
い
ま
す
。
こ
の
届

出
に
つ
い
て
、
周
辺
環
境
保
持
の
見

地
か
ら
、
ど
な
た
で
も
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
産
業
振
興
課
（
☎
㉑

６
５
７
２
）

騒
音
・
振
動
規
制
法
に

基
づ
く
届
出

●
市
が
指
定
す
る
地
域
（
指
定
地
域
）

で
、
著
し
い
騒
音
・
振
動
を
発
生
す

る
施
設
を
設
置
す
る
場
合
や
建
設

作
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
届
出

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
新
た
に
指
定

地
域
に
な
っ
た
場
合
に
も
同
様
に

届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
環
境
政
策
課
（
☎
㉑

６
５
３
５
）

お
知
ら
せ
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（
有
料
広
告
）

　
（
施
設
入
所
、
も
し
く
は
３
か
月
以

上
継
続
し
て
入
院
、
入
所
中
の
場
合

は
、
受
給
で
き
ま
せ
ん
。）

【
①
②
共
通
】

　

児
童
が
施
設
入
所
中
の
場
合
は
、
受

給
で
き
ま
せ
ん
。

【
①
②
③
共
通
】

　

い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
要
件
が
あ

り
ま
す
。

●
申
請
先･

お
た
ず
ね
／
福
祉
推
進
課

（
☎
㉑
６
９
５
９
）
ま
た
は
各
支
所

福
祉
担
当
課

シ
カ
捕
獲
を
実
施
し
ま
す

●
と
き
／
４
月
14
日
㈰
～
６
月
30
日
㈰

●
と
こ
ろ
／
出
雲
北
山
山
地

●
内
容
／
農
作
物
等
の
被
害
防
止
及

び
頭
数
管
理
の
た
め
、
猟
銃
や
わ
な

に
よ
る
シ
カ
の
捕
獲
を
行
い
ま
す
。

●
期
間
中
は
危
険
で
す
の
で
、
入
山
・

登
山
の
際
は
鈴
な
ど
音
の
鳴
る
も

の
を
身
に
付
け
、
登
山
道
か
ら
外
れ

な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
森
林
政
策
課
（
☎
㉑

６
２
７
９
）

平
田
船
川
汐
止
堰
稼
動
に
伴
う

船
舶
の
航
行
規
制

●
規
制
期
間
／
４
月
１
日
㈪
～

　
　
　
　
　
　

10
月
５
日
㈯

●
規
制
箇
所
／

　

平
田
船
川
汐
止
堰
（
平
田
船
川
河
口

よ
り
約
７
０
０
ｍ
上
流
）

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

障
が
い
児
福
祉
手
当
・

特
別
障
が
い
者
手
当

【
①
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

●
心
身
に
中
度
か
ら
重
度
の
障
が
い

が
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
は
、
申
請
で
き
ま
す
。

　
【
月
額
／
１
級
・
５
０
，４
０
０
円
、

　
　
　
　

  

２
級
・
３
３
，５
７
０
円

…
４
月
か
ら
】

【
②
障
が
い
児
福
祉
手
当
】

●
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
た

め
、
日
常
生
活
で
常
時
の
介
護
を
必

要
と
す
る
児
童
は
、申
請
で
き
ま
す
。

　
【
月
額
／
１
４
，２
８
０
円
…４

月
か
ら
】

【
③
特
別
障
が
い
者
手
当
】

●
20
歳
以
上
の
方
で
心
身
に
著
し
く

重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要

と
す
る
方
は
、
申
請
で
き
ま
す
。

　
【
月
額
／
２
６
，２
６
０
円
…４

月
か
ら
】

●
規
制
期
間
中
、
船
舶
は
こ
の
汐
止
堰

を
通
過
で
き
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／

　

斐
伊
川
沿
岸
農
業
水
利
事
業
所
（
☎

�
７
４
４
０
）
ま
た
は
農
林
基
盤

課
国
営
農
業
用
水
対
策
室
（
☎
㉑

６
３
５
７
）

ジ
ョ
ブ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
出
雲

求
人
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入

●
ジ
ョ
ブ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
出
雲
で

は
、
求
職
者
の
皆
さ
ま
に
い
ち
早

く
最
新
の
求
人
情
報
を
お
届
け
す

る
た
め
、
３
月
下
旬
か
ら
「
求
人

情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
し

ま
す
。

●
こ
れ
ま
で
、
紙
媒
体
で
閲
覧
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
求
人
票
は
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
で
、
施
設

内
の
パ
ソ
コ
ン
で
検
索
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
希
望
条

件
に
合
う
も
の
を
簡
単
に
抽
出
で

き
ま
す
。

●
使
い
方
は
説
明
し
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
安
心
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
求
人
事
業
所
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
求
人
を
申
し
込

む
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。詳
細
は
、ジ
ョ
ブ･

ス
テ
ー
シ
ョ

ン
出
雲
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

●
お
た
ず
ね
／
ジ
ョ
ブ
・
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
出
雲
（
☎
㉔
７
６
２
０
）

　市では、市内製造業等の工場敷地内における緑地面積率等の規制を
緩和するため、市独自の基準を定めた条例の制定を検討しています。
　このため、「工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和方針（案）」を
公表し、市民の皆さまからの意見を募集します。

●募集期間／４月１日（月）〜 30 日（火）
●閲覧方法／緩和方針（案）は、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　また、市役所本庁４階産業振興課でもご覧いただけます。
　※電話、口頭での意見は受付できませんので、ご了承ください。
　※寄せられた意見に対しては、個別には回答しませんが、後日、
　　市の考え方をまとめて公表します。
●提出方法／郵送、ファクス、メール、窓口への持参のいずれかの方法
　　　　　　で、意見、住所、氏名を明記のうえ、提出してください。
●提出先 ･ おたずね／
　〒693-8530（住所不要）　出雲市役所 産業振興課
　☎ 21－6305　FAX 21－6838
　メール sangyou@city.izumo.shimane.jp

「工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和方針（案）」
に対するパブリックコメント（意見公募）
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（
有
料
広
告
）

「
指
定
ご
み
袋
」広
告
主
募
集

●
市
が
販
売
す
る
「
出
雲
市
指
定
ご
み

袋
」
に
有
料
で
広
告
を
掲
載
し
て
い

た
だ
く
広
告
主
を
募
集
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ

さ
い
。

●
募
集
期
間
／
４
月
１
日
㈪
～
12
日
㈮

●
申
し
込
み･

お
た
ず
ね
／
環
境
政
策

課
（
☎
㉑
６
９
８
８
）

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

●
受
験
資
格
／

⑴
昭
和
58
年
４
月
２
日
～

　

平
成
４
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

⑵
平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平
成
26

年
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る

見
込
み
の
者

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

●
試
験
区
分
／

　

労
働
基
準
監
督
Ａ
（
法
文
系
）

　

労
働
基
準
監
督
Ｂ
（
理
工
系
）

●
第
１
次
試
験
日
／
６
月
９
日
㈰

●
第
２
次
試
験
日
／
７
月
17
日
㈬
、

　

18
日
㈭
の
指
定
さ
れ
た
１
日

●
申
込
期
間
／

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
】

　

４
月
１
日
㈪
９
時
～
11
日
㈭

　
（
受
信
有
効
）

※
原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
受
験
申

し
込
み
。
郵
送
ま
た
は
持
参
の
受
付

期
間
は
４
月
１
日
㈪
～
２
日
㈫
（
通

信
日
付
印
有
効
）

●
お
た
ず
ね
／

　

島
根
労
働
局
総
務
部
総
務
課
（
☎

０
８
５
２
⑳
７
０
０
５
）

国
税
専
門
官
採
用
試
験

●
受
験
資
格
／

⑴
昭
和
58
年
４
月
１
日
～
平
成
４
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
者　

⑵
平
成
４
年
４
月
４
日
以
降
生
ま
れ

で
受
験
の
要
件
を
満
た
す
人

●
第
１
次
試
験
日
／
６
月
９
日
㈰

●
原
則
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
受
験
申

し
込
み
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込

み
が
で
き
な
い
場
合
は
広
島
国
税

局
に
郵
送
ま
た
は
持
参
。

●
申
込
期
間
／

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
】

　

４
月
１
日
㈪
９
時
～
11
日
㈭

　
（
受
信
有
効
）

※
郵
送
ま
た
は
持
参
の
受
付
期
間
は

４
月
１
日
㈪
～
２
日
㈫

●
お
た
ず
ね
／

　

広
島
国
税
局
人
事
第
二
課

　
（
☎
０
８
２–

２
２
１–

９
２
１
１
）

着
替
え
ま
す
。（
服
は
よ
く
振
っ
て

ダ
ニ
を
落
と
し
、
他
の
衣
服
と
は
別

に
洗
濯
し
て
く
だ
さ
い
。）

◎
道
路
端
、
畑
、
墓
な
ど
人
が
出
入
り

す
る
と
こ
ろ
は
、
下
草
刈
り
を
し
ま

し
ょ
う
。
草
の
茂
る
草
地
に
入
り
込

ん
だ
り
、
地
面
に
直
接
座
り
込
ま
な

い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◎
ま
た
、
最
近
ダ
ニ
媒
介
性
の
致
死
率

の
高
い
新
し
い
感
染
症
（
重
症
熱
性

血
小
板
減
少
症
候
群
：
Ｓ
Ｆ
Ｔ
Ｓ
）

も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
お
た
ず
ね
／
健
康
増
進
課
（
☎
㉑

６
９
７
６
）

日
本
紅
斑
熱
や
ツ
ツ
ガ
ム
シ
病
が

発
生
し
や
す
い
時
期
に
な
り
ま
し
た

～
ダ
ニ
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う

予
防
し
ま
し
ょ
う
～

●
野
山
や
畑
、
家
の
裏
山
等
々
に
出
か

け
る
と
き
に
は
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
手
袋
な
ど
を
着

用
し
、
肌
の
露
出
を
少
な
く
し
、
肌

が
出
る
部
分
に
は
、
除
虫
ス
プ
レ
ー

を
噴
霧
す
る
と
効
果
的
で
す
。

◎
山
野
か
ら
帰
宅
し
た
ら
、
す
ぐ
に
肌

や
服
に
つ
い
た
ダ
ニ
を
取
り
除
き
、

4 月から新しい健康教室プログラムを始めます
■と　き／4月24日(水),26日(金)
　　　　　15時～15時45分
　　　　　（5月以降は、毎月第2・第4 水・金曜日）
■ところ／出雲ゆうプラザ2階スタジオ
　　　　　（プールには入りません）
■定　員／各15名　　
■料　金／500円／1回
■持参品／タオル、上履き、飲み物、運動のしやすい服装
■その他／ゆうプラザ定期送迎バスも利用できます。
■申し込み・おたずね／出雲ゆうプラザ　☎30－0707

出雲ゆうプラザ

“まいゆら体操” 開催

募
集


